
光市児童家庭相談システム導入業務に係る公募型プロポーザル募集要領 

 

１ 業務名 

  光市児童家庭相談システム導入業務 

 

２ 業務目的 

  児童家庭相談業務は、これまで児童等に関する記録をエクセル、ワードなどの電子データや紙媒体 

 等により対応している。児童虐待等の相談件数が年々増加しており、状況を把握するための業務量も 

多い中、各種業務の作業効率の向上及び事務の負担軽減を図る。 

 

３ 業務の内容 

 別紙「光市児童家庭相談システム導入業務仕様書（以下「仕様書」という。）のとおり。 

  ※ 製品比較により契約する仕様書を最終決定する。 

 

４ 業務期間 

(１) 児童家庭相談システム導入 

令和４年８月初旬から令和９年９月３０日まで（予定） 

システム導入については、導入費に係る見積書を基に本市で競争入札によりリース会社を選定 

し、契約する。優先交渉権者はこの競争入札で選定されたリース会社を通してシステム構築する 

ものとする。 

なお、リース期間は、令和４年１０月１日から令和９年９月３０日までとし、地方自治法第２３ 

４条の３に基づく長期継続契約を予定している。 

(２) 児童家庭相談システム保守 

   令和４年１０月１日から令和９年９月３０日まで（予定） 

システム保守については、保守料に係る見積書を基に、優先交渉権者と保守業務契約の随意契約 

を締結するものとし、地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約を予定している。 

 

５ 提案価格の上限 

 (１) 児童家庭相談システム導入費用 

 ７，８９０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

ただし、この金額は、ソフトウェアやサーバー、消耗品等の構築に係る全ての費用を含むものとする。 

(２) 児童家庭相談システム保守料（６０箇月分） 

 ３，９６０，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 

ただし、この金額は、システムの保守、サポートに係る全ての費用を含むものとする。 

  ※ 提案上限額は、予定価格や契約金額を示すものではなく、企画内容の規模を示すものであり、見

積書を作成する際にはこの価格を超えないこと。 

 

 

 



６ 主なスケジュール（予定）    

日付 内容 

令和４年５月２日（月） プロポーザル公告日 

令和４年５月１３日（金）午後５時まで（必着） 参加申込書提出期限 

令和４年５月１７日（火） 質問書提出期限 

令和４年５月２０日（金） 質問書への回答期限 

令和４年５月２７日（金）午後５時まで（必着） 企画提案書提出期限 

令和４年６月１日（水）（予定） 

プレゼンテーション実施 

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、

オンラインによる方法に替える可能性があ

る。実施１週間までに方法について通知す

る。 

令和４年６月１４日（火） 選定結果通知 

 

７ 参加資格要件 

  本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

 (１) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であるこ 

と。 

 (２) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定

する暴力団、暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴力団員と社会的

に非難されるべき関係を有している者でないこと。 

 (３) 公告の日から参加申込書の提出日までの間のいずれの日においても、本市若しくは他の地方公

共団体又は国から競争入札に係る指名停止措置を受けていないこと。 

 (４) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法

（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てが行われていないこと。ただし、

会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を

受けた者は、この限りでない。 

 (５) 過去５年間において、複数の地方公共団体向け児童家庭相談システムパッケージの開発及び稼

働実績があること。 

 (６) 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）認証又はプライバシーマーク認証を取得し

ていること。 

 

８ 参加申込書の提出 

 (１) 提出書類 

   ア 参加申込書【様式１】 

   イ 参加資格要件等確認書【様式２】 

   ウ 法人の登記簿謄本（発行日から提出日まで３箇月以内のもの） 

   エ 税の未納・滞納がない証明書（写し）：各１部（発行日から提出日まで３箇月以内のもの） 



 (ア) 国税は、本社に係る国に納める全ての税。 

 (イ) 県税は、本社所在地（委任の場合は委任先地）に係る都道府県に納める全ての税。 

 (ウ) 市税は、本社所在地（委任の場合は委任先地）に係る市町村に納める全ての税。 

 オ 情報セキュリティマネジメントシステム（ＩＳＭＳ）又はプライバシーマーク認証の写し 

 (２) 提出方法 

    簡易書留郵便による郵送とし、提出期限までに到着するよう発送すること。 

 (３) 受付期間 

    令和４年５月２日(月)から令和４年５月１３日(金)まで【必着】 

    受付時間は、休日（光市の休日に関する条例（平成１６年光市条例第２号）第１条第１項に規定 

する市の休日をいう。以下同じ。）を除く午前８時３０分から午後５時までとする。 

 (４) 提出先 

    「１４ 各種提出先及び問合せ先」のとおり 

 (５) 資格審査結果通知 

    提出された参加申込書等に基づき、光市福祉保健部子ども家庭課において本プロポーザルの参

加資格の有無を審査し、令和４年５月１８日(水)に結果を通知する。 

 

９ 質問及び回答 

  実施要領等に記載の内容に関して、質問の受付及び回答の公表を次の要領で行う。なお、電話及び口 

頭等の個別の対応はしない。 

 (１) 質問の受付期間 

    令和４年５月２日(月)から令和４年５月１７日(火)まで 

    受付時間は、休日を除く午前８時３０分から午後５時までとする。 

 (２) 質問書の提出方法 

    質問書【様式６】により電子メールで提出すること。なお、電子メールを送信した後、受信の確

認を行うこと。 

 (３) 提出先及び受信確認先 

    「１４ 各種提出先及び問合せ先」のとおり 

 (４) 回答の公表 

    提出された質問に対する回答は、質問を受理した日から起算して３日以内（休日を除く。）に市

ホームページで公表する。 

    なお、最終回答日は、令和４年５月２０日(金)とする。 

 

１０ 企画提案書等の提出 

 (１) 提出期限 

    令和４年５月２７日(金)まで【必着】 

    受付時間は、休日を除く午前８時３０分から午後５時までとする。 

(２) 提出書類（正本１部、副本８部） 

 ア 企画提案書表紙【様式３】 

 



 イ 会社概要【様式４】 

 ウ 業務実績書【様式５】 

 エ 企画提案書【任意様式】 

 オ 見積書【様式７】 

 カ 見積内訳書【任意様式】 

 キ 機能要件書【別紙１】 

(３) 提出方法 

   簡易書留郵便による郵送とし、提出期限までに到着するよう発送すること。 

(４) 提出先 

   「１４ 各種提出先及び問合せ先」のとおり 

(５) 企画提案書に対する質問 

   企画提案書等の内容について、本市が参加者に問合せを行った場合、問合せを受けた参加者は速

やかに回答するものとする。 

 (６) 参加の辞退 

    参加申込後に辞退する者は、辞退届【様式８】を提出するものとする。なお、この場合、本市が

行う他の事業について不利益な取扱いを受けることはない。提出期限は上記(１)、提出先は上記

(４)とする。 

 

１１ 審査の実施 

 (１) 選定方法 

    企画提案等の審査、評価及び最も優れた企画提案者の選定は、選定委員会において行う。 

 (２) 選定委員会におけるプレゼンテーション 

  ア プレゼンテーション実施日 令和４年６月１日(水) 

  イ プレゼンテーションの実施順 企画提案書等の受付順とし、開始時刻及び実施内容は別途通知

する。 

※ 新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、オンラインによる方法に替える可能性がある。実

施日１週間前までに方法について通知する。 

  ウ プレゼンテーションは、企画提案書の内容に沿ったものとし、プレゼンテーションにおいて企画

提案を追加することは認めない。 

 (３) 優先交渉権者等の選定 

    選定委員会における審査において、評価基準（光市児童家庭相談システム導入業務に係るプロポ 

ーザル評価基準書）に基づいて評価し、最も優れた企画提案を行った者を優先交渉権者とし選定す 

る。評価点の合計が満点の６０％に満たない場合は、優先交渉権者としては選定しないことができ 

るものとする。 

なお、企画提案者が１者の場合であっても、企画提案の評価を実施し、基準を満たしていると判 

断された場合には、優先交渉権者として選定する。 

 (４) 審査結果の通知 

    優先交渉権者選定後、参加者全員に選定又は非選定の結果を通知する。 

 



１２ 企画提案書類等の無効 

   次のいずれかに該当する場合は、提出された企画提案書等を無効とし、参加者を失格とする。 

 (１) 提出期限を過ぎて企画提案書が提出された場合 

  (２) 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  (３) 審査の公平性を害する行為があった場合 

  (４) 審査員又は関係者に本企画に対する助言を求めた場合 

(５) 上限額を超えた見積書の提出があった場合 

 

１３ その他 

 (１) 提出期限以降、参加申込書及び企画提案書の差替え及び再提出は認めない。 

 (２) 提出された書類は、審査を行う作業に必要な範囲において複製を作成することがある。 

(３) 提出された参加申込書及び企画提案書は返却しない。なお、提出された参加申込書及び企画提案

書は審査以外の目的で参加申込者に無断で使用しない。 

(４) 審査に係る内容を確認するため、追加資料の提出を求めることがある。 

(５) 参加の申込み、企画提案書の提出、プレゼンテーション等、本プロポーザルの参加に係る経費に 

ついては、参加申込者の負担とする。 

 

１４ 各種提出先及び問合せ先 

 住   所：〒743-0011 山口県光市光井二丁目２番１号 

 担   当：光市福祉保健部子ども家庭課子ども相談係 

 電   話：0833-74-5910 

 Ｆ Ａ Ｘ：0833-74-3034 

 電子メール：hikari5910@city.hikari.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


